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【 令和 7 年 4 月～雇用保険料率引き下げ決定について 】 
  

令和 7 年 4 月から雇用保険料率の引き下げが決定されました。令和 7 年 4 月分から令和 8 年 3 月分までの

雇用保険料率は以下のとおりです。 

 

●失業等給付等の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに 5.5/1,000 に変更になります。（農林水産・清酒製造の事業及び

建設の事業は 6.5/1,000 に変更になります。） 

●雇用保険二事業の保険料率（事業主のみ負担）は、引き続き 3.5/1,000 です。（建設の事業は 4.5/1,000 です。） 

 

【 教育訓練休暇給付金制度の創設 】 
  

令和 7 年 10 月から教育訓練休暇給付金制度が新設されます。この制度は労働者のスキルアップや 

リスキリング（新しい職業、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために必要なスキルを獲得

する、されること）を支援し、キャリア形成を後押しすることと、生活費の不安を減らし、学習に専念できるよう 

支援することを目的としています。支給要件等は下記のとおりです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記内容につきまして、ご質問等がございましたら、お気軽にご相談ください。 


